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お
知
ら
せ

ス
マ
ホ
で
国
民
年
金
の
電
子

申
請
が
で
き
ま
す

年
金
の
切
替
え
手
続
き
を
忘

れ
ず
に

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
簡
単

に
、
24
時
間
3
6
5
日
、
申
請

で
き
ま
す
。
処
理
状
況
や
申
請

結
果
も
確
認
で
き
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
手
続

❶�

国
民
年
金（
第
一
号
被
保
険
者
）

加
入・種
別
変
更
の
届
出　

❷�

国
民
年
金
保
険
料
免
除・納
付

猶
予
の
申
請

❸�

国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特

例
の
申
請

▼
利
用
方
法

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
と
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
、
4
桁
の
パ
ス

ワ
ー
ド
を
ご
用
意
し
て「
マ
イ

ナ
ポ
ー
タ
ル
」
に
ロ
グ
イ
ン

し
て
手
続
き
く
だ
さ
い
。

　
詳
細
は
、
日
本
年
金
機
構
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
動
画
も
公
開
し

て
い
ま
す
。

問 

宇
都
宮
東
年
金
事
務
所

☎（
6
8
3
）3
2
1
1

市
民
課

☎（
6
8
1
）1
1
1
6

喜
連
川
市
民
生
活
室

☎（
6
8
6
）6
6
1
1

　

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
が

会
社
を
退
職
し
て
、
農
業
者
、

自
営
業
者
、
無
職
、
学
生
、
フ

リ
ー
タ
ー
等
に
な
っ
た
と
き
は
、

国
民
年
金
へ
の
切
替
え
が
必
要

で
す
。
年
金
の
未
加
入
期
間
が

な
い
よ
う
、
退
職
し
た
ら
早
め

に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
持
ち
も
の

●�

厚
生
年
金
被
保
険
者
喪
失
証
明

書
な
ど（
厚
生
年
金
被
保
険
者

の
資
格
を
喪
失
し
た
こ
と
が
わ

か
る
も
の
）

●�

年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番

号
通
知
書

●�

運
転
免
許
証
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
の
身
分
確
認
書
類

▼
申
込
・
問
合
先

　

 

宇
都
宮
東
年
金
事
務
所

☎（
6
8
3
）3
2
1
1

市
民
課

☎（
6
8
1
）1
1
1
6

喜
連
川
市
民
生
活
室

☎（
6
8
6
）6
6
1
1

令
和
８
年
度
の
自
動
車
税
・

軽
自
動
車
税
の
払
い
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
　
支
払
い
が
お
済
み
で
な
い
方

は
、至
急
納
税
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
納
税
さ
れ
な
い
と
督
促
状
が

送
付
さ
れ
、
延
滞
金
が
か
か

り
ま
す
。
督
促
状
の
発
送
か

ら
10
日
を
経
過
し
て
も
完
納

さ
れ
な
い
場
合
は
、
差
押
な

ど
の
滞
納
処
分
を
受
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
　
納
付
方
法
に
つ
い
て
は
、
納

税
通
知
書
等
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

▼
納
期
限

　
6
月
1
日（
月
）

▼
問
合
先

●
自
動
車
税

　
矢
板
県
税
事
務
所
収
税
課

☎
0
2
8
7（
43
）2
1
7
1

●
軽
自
動
車
税

　
税
務
課

☎（
6
8
1
）1
1
1
4

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
の

停
止

　

シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

の
た
め
、
次
の
期
間
は
コ
ン

ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
が
利
用

で
き
ま
せ
ん
。

　

�　
住
民
票
の
写
し
・
印
鑑
登
録

証
明
書
の
交
付
を
希
望
す
る
方

は
、
市
民
課
と
喜
連
川
市
民
生

活
室
で
取
得
で
き
ま
す
。

※�
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
に
は
、

　
印
鑑
登
録
証
が
必
要
で
す

　

所
得
課
税（
非
課
税
）
証
明

書
は
、
税
務
課
と
市
民
課
、
喜

連
川
市
民
生
活
室
で
取
得
で

き
ま
す
。

▼
日
時

　
６
月
10
日（
水
）

▼
問
合
先

●
住
民
票
の
写
し
・
印
鑑
登
録
証

明
書
に
つ
い
て

　
市
民
課

☎（
6
8
1
）1
1
1
5

●
所
得
課
税（
非
課
税
）
証
明
書

に
つ
い
て

　
税
務
課

☎（
6
8
1
）1
1
1
4

市役所施設の開庁時間の見直し

　適性な労務管理をすることで業務を効率化し、市民サービスの品質を向上するため、市役所と関係
施設の開庁時間を7月から試行的に変更します。

　窓口延長については今までどおり、それぞれの施設で午後７時までご利用いただけます。
　サービス品質向上のため、皆さんのご理解ご協力をお願いします。

市役所本庁舎、第2庁舎、喜連川庁舎、
卯の里庁舎、氏家保健センター

7月1日（水）から

午前8時45分～午後4時45分
▶変更後開庁時間

▶対象施設

▶試行日

問 合 先  総務課（☎681−1111）

まずはお電話でご予約を

Tel 028-682-6776

補聴器のご相談はいつでも
6月6日は補聴器の日

※受給には条件があります。

65歳以上の
さくら市民のみなさんへ

65歳以上
さくら市民

補聴器補助金補聴器補助金 が受けられます
（支給されます）

さくら市役所のとなり
キララマエバシ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

📞📞
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お
知
ら
せ

農
業
者
年
金
の
現
況
届
提
出

の
お
願
い

事
業
者
向
け
令
和
８
年
度
経

営
活
性
化
支
援
事
業
補
助
金

　

農
業
者
年
金
を
受
給
し
て
い

る
方
は
、
毎
年
６
月
に「
農
業
者

年
金
の
現
況
届
」
の
提
出
が
必

要
で
す
。
届
出
用
紙
は
、
５
月

下
旬
に
農
業
者
年
金
基
金
か
ら

直
接
受
給
者
あ
て
に
郵
送
さ
れ

て
い
ま
す
。
必
要
事
項
を
記
入

し
、提
出
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、

提
出
さ
れ
な
い
と
、
年
金
の
お

支
払
い
が
で
き
な
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

▼
提
出
期
限

　
６
月
30
日（
火
）

▼
提
出
先

農
業
委
員
会
事
務
局
、

喜
連
川
市
民
生
活
室

問 

農
業
委
員
会
事
務
局

☎（
6
8
1
）1
1
2
4

　

販
路
の
開
拓
、
経
営
品
質

の
向
上
、
新
商
品
の
開
発
等

新
た
な
事
業
活
動
に
取
り
組

む
中
小
企
業
者
お
よ
び
小
規

模
事
業
者
に
対
し
、
補
助
金

を
交
付
し
ま
す
。

▼
対
象

　

�

商
工
会
の
会
員
で
市
税
を
完
納

し
て
い
る
方

▼
補
助
金
額

対
象
経
費
の
２
分
の
１
（
中
小

企
業
者
）ま
た
は
３
分
の
２（
小

規
模
企
業
者
）で
上
限
50
万
円

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助

成
制
度
「
助
成
の
特
例
」
の

受
付

　

重
度
心
身
障
害
者
の
医
療
費

助
成
の
自
己
負
担
５
０
０
円
が

免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

「
感
震
ブ
レ
ー
カ
ー
」
を

設
置
し
ま
し
ょ
う
！

「
L
I
V
E
1
1
9
」
の

運
用
を
開
始

　

地
震
の
揺
れ
で
倒
れ
た
電
化

製
品
や
、
停
電
が
復
旧
し
た
際

の
通
電
に
よ
っ
て
火
災
が
起
き

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
感
震
ブ

レ
ー
カ
ー
」
は
、
揺
れ
を
感
知

す
る
と
自
動
で
電
気
を
遮
断
し
、

こ
う
し
た
火
災
を
未
然
に
防
ぎ

ま
す
。

　
大
切
な
命
と
家
を
守
る
た
め
、

設
置
を
検
討
し
ま
し
ょ
う
！

問 �

塩
谷
広
域
行
政
組
合
消
防
本

部
予
防
課

☎
0
2
8
7（
40
）1
1
2
9

　

栃
木
北
東
地
区
消
防
指
令
セ

ン
タ
ー
で
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
か
ら
消
防
指
令
セ
ン
タ
ー

に
、
テ
レ
ビ
電
話
の
よ
う
に
映

像
を
撮
影
し
な
が
ら
状
況
を
伝

え
る
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム

「
L
I
V
E
1
1
9
」
の
運
用
を

開
始
し
ま
し
た
。

問 �

栃
木
北
東
地
区
消
防
指
令
セ

ン
タ
ー

☎
0
2
8
7（
28
）5
1
1
1

詳
細
は
こ
ち
ら
▼

詳
細
は
こ
ち
ら
▼

詳
細
は
こ
ち
ら
▼

６
月
は
土
砂
災
害
防
止
月
間

　
　

梅
雨
時
期
は
雨
が
多
く
な

り
、
土
砂
災
害
が
発
生
し
や
す

く
な
り
ま
す
。
災
害
か
ら
身
を

守
る
た
め
に
は
、
日
頃
の
備
え

と
早
め
の
避
難
が
重
要
で
す
。

市
の
防
災
ア
プ
リ
や
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
を
活
用
し
、
災
害
に
備

え
ま
し
ょ
う
。

　
　
ま
た
、
ダ
ム
か
ら
の
放
流
に

よ
っ
て
河
川
の
水
位
上
昇
が
予

想
さ
れ
る
場
合
は
、
川
沿
い
の

サ
イ
レ
ン
が
鳴
り
ま
す
。
サ
イ

レ
ン
の
音
が
聞
こ
え
た
ら
、
た

だ
ち
に
河
川
か
ら
離
れ
て
く
だ

さ
い
。
避
難
情
報
が
市
か
ら
発

令
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
ダ
ム
に
つ
い
て
の
問
合
先

　
県
矢
板
土
木
事
務
所

　
ダ
ム
管
理
課

☎
0
2
8
7（
44
）2
1
8
7

問 
総
務
課

☎（
6
8
1
）1
1
1
1

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

　
　
は
こ
ち
ら
▼

キ
キ
ク
ル

（
危
険
度
分
布
）

　
　
は
こ
ち
ら
▼

▼
提
出
期
限

　
６
月
30
日（
火
）

※
専
門
家
に
よ
る
審
査
あ
り

問 �

商
工
観
光
課

☎（
6
8
6
）6
6
2
7

防災気象情報が新しくなりました

　国土交通省と気象庁は、新たな防災気象情報の運用を開始し、今までの警報・
注意報などから名称・基準が大きく変わりました。
　警報や危険警報が発表されたら、市防災アプリや屋外スピーカー等による避難
指示等に十分注意し、早めの避難を心がけてください。

※�スマートフォンをお持ちでない方には、戸別
受信機を配布しています

　詳しくは総務課までご相談ください

▶新たな防災気象情報

防災アプリはこちら

河川氾濫 大雨 土砂災害 高潮

警戒レベル5
相当

レベル5
氾濫特別警報

レベル5
大雨特別警報

レベル5
土砂災害特別警報

レベル5
高潮特別警報

警戒レベル4
相当

レベル4
氾濫危険警報

レベル4
大雨危険警報

レベル4
土砂災害危険警報

レベル4
高潮危険警報

警戒レベル3
相当

レベル3
氾濫警報

レベル3
大雨警報

レベル3
土砂災害警報

レベル3
高潮警報

警戒レベル2 レベル2
氾濫注意報

レベル2
大雨注意報

レベル2
土砂災害注意報

レベル2
高潮注意報

警戒レベル1 早期注意情報

詳細はこちら▲

iPhone ▲ Android ▲

情報公開制度による公開請求等の状況

個人情報保護制度による個人情報開示請求状況

※�請求があった部局のみ件数を掲載しています
※�請求件数のうち () 内は任意的な情報公開申出の件数です
※�個人情報保護制度による個人情報訂正等請求はありませ

んでした

令和７年度情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況

問 合 先  総務課（☎681−1111）

問 合 先  総務課（☎681−1111）

部局 請求件数

市長 37（19）

教育委員会 9（3）

選挙管理委員会 3

部局 請求件数

市長 9

教育委員会 2

用語解説
● 情報公開請求
　市内在住・在勤・在学者からの請求
● 任意的な情報公開申出
　情報公開請求者以外の申出

制
度
の
適
用
に
は
条
件
が
あ
り
、

申
請
が
必
要
で
す
。

▼
条
件

　

�

助
成
対
象
者
お
よ
び
同
じ
健
康

保
険
に
加
入
す
る
方
全
員
（
社

会
保
険
は
被
保
険
者
本
人
の

み
）
が
令
和
8
年
度
市
民
税
非

課
税
で
あ
る
こ
と

▼
免
除
対
象
期
間

　
７
月
１
日（
水
）～

　
令
和
９
年
６
月
30
日（
水
）

▼
受
付
期
間

　
６
月
１
日（
月
）～
19
日（
金
）

▼
受
付
場
所

　
福
祉
課
、
喜
連
川
市
民
生
活
室

▼
必
要
書
類

●�

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
受
給

資
格
者
証
（
オ
レ
ン
ジ
色
）

●��

マ
イ
ナ
保
険
証
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
）、
医
療
保
険
の

資
格
確
認
書
、
資
格
情
報
の
お

知
ら
せ

●��

令
和
8
年
1
月
1
日
以
降
に
転

入
さ
れ
た
方
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド（
助

成
対
象
者
と
同
じ
保
険
に
加
入
し

て
い
る
方
の
分
）

●�

身
体
障
害
者
手
帳・療
育
手
帳・

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

問 �

福
祉
課

☎（
6
8
1
）1
1
6
1
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ふるさとづくり寄附金額および使途の状況

事業の種類 件数 寄附金額 主な使途

教育・こども・子育て支援 19,862件 511,935,500 円 保育園補修整備や放課後児童クラブ施設整備、小中学校施設の改
修工事、スクールカウンセラーの配置などに活用しました

地域福祉の向上 2,088件 52,264,500 円
乳幼児健診や育児に関する相談スタッフの活用、地域包括支援セ
ンターの設置、移動が困難なお年寄りや障がい者の方への福祉タ
クシー事業などに活用しました

桜のまちづくり 2,771件 71,016,467 円
早乙女桜並木の再整備工事や、お丸山公園張芝工事、荒川・桜づ
つみの維持管理などに活用したほか、桜が咲き誇り花と緑で彩る
小都市づくり基金と観光交流施設整備基金へ積立てしました

スポーツ・文化振興 1,281件 37,983,000 円
県指定文化財である瀧澤家住宅の維持管理や活用、伝統文化・文化
活動等振興への補助金、スポーツ大会や各種教室の開催などに活用
しました

栃木SC練習拠点整備 620件 18,003,500 円 J リーグで活躍する栃木 SC の練習拠点整備に活用しました

市長におまかせ 15,238件 445,491,642 円 行政区の交流活動支援に関する補助金や、農産物の売上向上対策に
関する補助金、企業誘致推進のための測量業務などに活用しました

寄附件数と寄附総額 41,860件 1,136,694,609 円

問 合 先  総合政策課（☎681−1113）

　全国各地の方から心温まるたくさんのご寄附をいただき、今年度は過去最多の11億円を超えるご寄
附をいただくことができました。誠にありがとうございました。
　お寄せいただいた寄附金は、次のとおり市のまちづくりのために大切に活用させていただきました。

●令和7年度（令和7年4月1日～令和8年3月31日）における寄附金額とその使途

子育てハッピーデー開催

　「毎月第３日曜日は家庭の日」に合わせて、家族で楽しめるイベントを開催します。
　体験コーナーや、映画上映、リサイクル市など、楽しいブースが盛りだくさん！はたらく車と一緒に記念
写真も撮ることができます！ぜひお気軽にお越しください。

問 合 先   生涯学習課（☎ 686− 6621）

期日  �６月 21日（日）
場所  ��氏家公民館　全館

　　　　　 ※�各ブースの開始時間は市ホームページ等で　
ご確認ください

詳細はこちら▲

 新しい地域おこし協力隊が 3 名着任しました

　最長で３年間、さくら市地域おこし協力隊として活動します。
　農業に携わる方々をはじめ、市民の皆さんには今後さまざまな場面でご挨拶する機会があります
のでよろしくお願いします。

▶活動の概要
所属  農政課

活動内容  
●地域の農家や農業法人などにおける農作業支援
●アグリレスキュー「さくら農援隊」参画
●SNS（Instagram）などにおける農業PR活動

▶地域おこし協力隊とは？
　人口減少や担い手不足が課題である地方に、
首都圏などから人材を誘致する総務省の制度で
す。
　隊員は、農林水産業への参加や地域 PR など
の「地域協力活動」を行いつつ、その地域への
定住を目指します。

金
かねづか

塚　きらら さん
（東京都から移住）

武
たけ

田
だ

　玲
れ な

奈 さん
（神奈川県から移住）

渡
わたなべ

邉　桜
さ く ら

々 さん
（東京都から移住）

問 合 先  総合政策課（☎681−1113）

詳細はこちら▶

児童センターお祭り 開催

　市内の氏家児童センターと上松山児童センターでお祭りを行います。
　児童館を利用したことがない方も、ぜひ遊びに来てください。

▶上松山児童センターげんきっこ祭
日時  6月7日（日）午前10時～正午
場所  上松山児童センター

▶氏家児童センター祭り
日時  6月7日（日）

　　　　　午前9時～午後0時30分
場所  氏家児童センター

問 合 先  こども政策課（☎681−1125）
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 開
　
催

さくら市の人口
令和8年5月1日現在
（前月比・毎月人口）

■人　口
■男
■女
■世帯数

43,409人（－  6人）
21,851人（－12人）
21,558人（＋  6人）
18,934世帯（＋28）

■転入
■転出
■出生
■死亡

222人
207人
23人
44人

旅券の手数料引き下げ

6月は「食育月間」

問 合 先  市民課（☎681−1115）

問 合 先  健康増進課（☎682−2589）

令
和
８
年
第
２
回

市
議
会
定
例
会

▼
日
程（
予
定
）

●�

開
会
、
提
案
、
即
決
議
案
採
決

　
ま
た
は
委
員
会
付
託

６
月
4
日（
木
）

●�

一
般
質
問

６
月
５
日（
金
）、
８
日（
月
）

●�

建
設
経
済
常
任
委
員
会

６
月
10
日（
水
）

●�

総
務
常
任
委
員
会

６
月
11
日（
木
）

●�

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

６
月
12
日（
金
）

●�

予
算
決
算
常
任
委
員
会

６
月
15
日（
月
）

●�

委
員
長
報
告
、
質
疑
、
討
論
、

採
決
、
閉
会

６
月
19
日（
金
）

※
日
程
が
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

問
　� �議
会
事
務
局

☎（
6
8
1
）1
1
2
3

献
血
の
お
知
ら
せ

心
の
健
康
相
談

　

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

▼
日
時

6
月
26
日（
金
）

午
前
10
時
～
午
後
4
時

※
正
午
前
後
に
1
時
間
程
度
休
憩
あ
り

▼
場
所

市
役
所
駐
車
場

問
　� �健
康
増
進
課

☎（
6
8
2
）2
5
8
9

　

心
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
や
悩
み
に
つ
い
て
、
精

神
科
医
師
や
保
健
師
が
相
談

を
受
け
付
け
ま
す
。

　7月1日以降の旅券申請から手数料が大幅に引き下げられます。
　そのため、7月になると申請者の大幅な増加が見込まれます。
　通常は受付から11営業日での交付となっていますが、約1か月を要する可能性があります。
　なお、申請内容の修正等が必要となる場合は、申請者の修正が完了するま
で処理が中断するため交付日にも影響します。
　7月に海外渡航を予定している方は、6月までに旅券を受け取れるよう十分
な時間の余裕をもって申請してください。

　食育とは、さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と、バランスの良い「食」を選択する力
を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むことです。

▶バランスの良いお弁当を作ろう！
　お弁当づくりの基本は、「主食・主菜・副菜」をそろえることです。
　詰め方は、「主食3：主菜1：副菜2」を目安にすると、見た目もよく、バランスの良いお弁当になります。

　子どもと一緒にお弁当のおかず
を考えたり、簡単な盛り付けを手
伝ってもらうことで、食への関心
を高めることにもつながります。
　できることから無理なく取り入
れて、楽しくお弁当づくりをして
みましょう。

　健康や食事に関する不安や困りごとがありましたら、健康・栄養相談（P21）をご利用ください。

▶新しい手数料の一覧（7月1日申請分から適用）

年齢 旅券種別 改定後手数料

18 歳以上

10 年 電子申請：8,900 円
窓口申請：9,300 円

5 年 廃止

残存有効期間同一旅券 電子申請：5,400 円
窓口申請：5,800 円

18 歳未満 5 年 電子申請：4,400 円
窓口申請：4,800 円

令
和
８
年
度
介
護
支
援
専
門

員
実
務
研
修
受
講
試
験

▼
日
時

10
月
11
日（
日
）

午
前
10
時
～
正
午

▼
場
所

❶
宇
都
宮
大
学（
峰
キ
ャ
ン
パ
ス
）

❷
と
ち
ぎ
健
康
の
森

▼
申
込
書
の
配
布
場
所

　

�

高
齢
課
、喜
連
川
市
民
生
活
室
、

県
高
齢
対
策
課
、
各
健
康
福
祉

セ
ン
タ
ー
、
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ

ザ
、
県
シ
ル
バ
ー
大
学
校
、
と

ち
ぎ
健
康
の
森

▼
配
布
開
始
日

　
６
月
１
日（
月
）

▼
申
込
期
間

　
６
月
８
日（
月
）
～
30
日（
火
）

　
（
当
日
消
印
有
効
）

問
　� �と
ち
ぎ
健
康
福
祉
協
会

　
 

生
き
が
い
づ
く
り
課

☎（
6
5
0
）５
５
８
７

※
１
週
間
前
ま
で
に
要
予
約

▼
日
時

６
月
25
日（
木
）

午
後
１
時
30
分
～
3
時
30
分

７
月
28
日（
火
）

午
後
2
時
30
分
～
4
時
30
分

▼
場
所

矢
板
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
相
談
内
容

不
安
、
眠
れ
な
い
、
対
人
関
係

等
の
悩
み
、
思
春
期
、
認
知
症
、

ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
、
ご
家
族

の
問
題
行
動
等
の
相
談

▼
申
込・
問
合
先

矢
板
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
0
2
8
7（
44
）1
2
9
7

計
量
器
（
は
か
り
）
の

定
期
検
査

　

�　
商
店
や
会
社
・
宅
配
便
等
の

取
引
用（
営
業
用
）お
よ
び
、
病

院
・
学
校
・
保
育
園
な
ど
の
証

明
用
に
使
用
し
て
い
る
は
か
り

は
、
計
量
法
で
定
め
ら
れ
て
い

る
定
期
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
次
の
と
お
り
検

も
と
ゆ
温
泉

フ
ラ
ダ
ン
ス
シ
ョ
ー

▼
日
時

6
月
14
日（
日
）

午
後
2
時
～

▼
場
所

も
と
ゆ
温
泉　
１
階
ロ
ビ
ー

▼
出
演

イ
リ
マ
サ
チ
コ
フ
ラ
ス
タ
ジ
オ

※
観
覧
無
料

問
　� �も
と
ゆ
温
泉

☎（
6
8
6
）3
2
8
4

査
を
実
施
し
ま
す
の
で
、
必
ず

受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

�　
こ
の
検
査
を
受
け
な
い
は
か

り
は
、
取
引
・
証
明
に
使
用
で

き
な
く
な
り
ま
す
。

▼
場
所
・
日
時

●
氏
家
体
育
館

６
月
17
日（
水
）・
18
日（
木
）

午
前
10
時
～
正
午

午
後
１
時
～
３
時

●
喜
連
川
公
民
館

６
月
19
日（
金
）

午
前
10
時
～
正
午

午
後
１
時
～
３
時

問
　� �商
工
観
光
課

☎（
6
8
6
）6
6
2
7
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 開
　
催

令
和
８
年
度

第
１
回
消
防
設
備
士
試
験

教
科
書
展
示
会

▼
試
験
の
種
類

甲
種・
乙
種

▼
日
時

９
月
13
日（
日
）

▼
試
験
会
場

宇
都
宮
工
業
高
等
学
校

▼
申
込
期
間

７
月
６
日（
月
）～
17
日（
金
）

問
　� �塩
谷
広
域
消
防
本
部
予
防
課

☎
0
2
8
7（
40
）1
1
2
9

　

令
和
9
年
度
か
ら
使
用
す

る
小
中
学
校
の
特
別
支
援
学

級
お
よ
び
県
立
支
援
学
校
の

小
中
学
部
の
教
科
書
を
展
示

し
ま
す
。

▼
日
時

６
月
10
日（
水
）～
７
月
８
日（
水
）

午
前
９
時
～
午
後
５
時

（
土
日
を
除
く
）

▼
場
所

矢
板
教
科
書
セ
ン
タ
ー

（
塩
谷
庁
舎　
４
階
）

問
　� �塩
谷
南
那
須
教
育
事
務
所

☎
0
2
8
7（
43
）0
1
7
6

詳
細
は
こ
ち
ら
▼

6 月 1日は人権擁護委員の日

　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱され、人
権問題解決のお手伝いや、法務局の職員と協力
して人権侵害による被害者の救済、人権につい
て関心を持ってもらえるような啓発活動を行っ
ています。
　人権問題に関する相談は無料で、秘密は固く
守られます。お気軽にご相談ください。

  ６月4日（木）氏家公民館　第3研修室
12月3日（木）喜連川公民館　第2研修室
時間はいずれも午前９時30分～ 11時30分
※予約不要

問 合 先  福祉課（☎681−1160）

問 合 先  福祉課（☎681−1160）

氏名 行政区
渡邉　幸雄 葛　　城

小堀　義明 柿 木 澤

八嶋　純子 新　　町

小堀　俊子 馬　　場

岩﨑　奨　 鷲　　宿

大山　純子 喜 連 川

小林　和弘 横　　町

山口　昭子 喜 連 川

谷口　好正 北 草 川

▶特設人権相談所開設日

人権擁護委員（6月1日現在）

人権擁護委員の退任者・新任者のご紹介

　人権擁護委員の佐
さ

藤
とう

淳
じゅん

子
こ

さん（上阿久津）が退任されました。
佐藤さんは令和2年4月から6年間、多くの人権啓発活動や相談業
務に貢献されました。大変お世話になりました。
　後任として、谷

たにぐちよしまさ
口好正さん（北草川）が4月1日付で法務大臣から、

新たに人権擁護委員に委嘱されました。よろしくお願いします。

谷口好正委員

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

おお箏箏・・三三味味線線教教室室  

Tel. .028-682-2855（岡村） 

おお子子ささんんもも大大人人のの方方もも初初心心者者・・経経験験者者大大歓歓迎迎  

手手ぶぶららででおおけけいいここ体体験験ににおおいいででくくだだささいい  

山田流箏曲 燿名会さくら教授所／一陽会 

さくら市氏家 2537-1 

（
一
財
）消
防
試
験
研
究
セ
ン

タ
ー　
栃
木
県
支
部

☎（
6
2
4
）1
0
2
2

 募　
集

令
和
８
年
度
あ
お
ぞ
ら
元
気
塾

参
加
者
（
桜
さ
さ
え
あ
い
ポ
イ

ン
ト
対
象
）

　�

　
専
門
職
指
導
の
も
と
、
足
腰

の
痛
み
軽
減
や
姿
勢
改
善
に
効

果
的
な
運
動
を
行
い
ま
す
。
音

楽
に
合
わ
せ
て
楽
し
く
取
り
組

め
る
教
室
で
す

▼
日
時

　

�

7
月
開
始
、
月
3
回

　
午
前
10
時
～
11
時
30
分

▼
場
所

　

�

氏
家
公
民
館
等

▼
対
象

　

�

市
内
在
住
の
65
歳
以
上
で
、
医

師
か
ら
運
動
制
限
の
な
い
方

▼
申
込
方
法

　

�

電
話
で
申
込
み

▼
申
込
期
間

　

�

6
月
1
日（
月
）～
12
日（
金
）

▼
申
込
・
問
合
先

　
高
齢
課

詳
細
は
こ
ち
ら
▼

☎（
6
8
1
）1
1
5
5

氏
家
小
学
校
体
育
館
、

上
松
山
小
学
校
体
育
館
管
理
人

　

�　
氏
家
小
学
校
・
上
松
山
小
学

校
の
体
育
館
に
お
い
て
、
利
用

が
あ
る
際
に
鍵
の
開
閉
や
照
明

の
管
理
を
行
う
管
理
人
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

▼
勤
務
日
時

●
平
日

　
午
後
６
時
～
9
時
30
分

●
土
日
祝
日

　
午
前
9
時
～
午
後
9
時
30
分

※�

い
ず
れ
も
要
請
が
あ
っ
た
日
時
の
み

勤
務
、
毎
月
20
～
25
日
程
度
利
用
者

が
い
ま
す

▼
募
集
人
数

　
氏
家
小
体
育
館　
　
１
名　

　
上
松
山
小
体
育
館　
１
名

▼
報
酬

　

�

鍵
の
開
閉
１
回
の
サ
イ
ク
ル
の

勤
務
に
つ
き
１
，
５
０
０
円

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

寄
付

●
社
会
福
祉
協
議
会

▼
ス
ロ
ー
プ
付
き
福
祉
車
両
＝
き

つ
れ
が
わ
南 

津
村
哲
夫

●
上
松
山
児
童
セ
ン
タ
ー

▼
図
書
カ
ー
ド
2
3
，０
０
０
円

分
＝
大
野
地
区
環
境
保
全
会

●
フ
ー
ド
バ
ン
ク

▼
1
0
，０
０
０
円
＝
匿
名

●
熟
田
小
学
校

▼
図
書
カ
ー
ド
１
０
０
，０
０
０

円
分
＝
狹
間
田　
田
代
道
子
・

（
故
）
田
代
修
一

●
わ
く
わ
く
保
育
園

▼
お
も
ち
ゃ
＝
齋
藤　
允
成

　
（
源
泉
徴
収
あ
り
）

▼
申
込
方
法

　

�

申
込
書
（
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入
手

可
）
に
記
入
し
、
郵
送
ま
た
は

直
接
持
参

問
　� �ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

☎（
6
8
2
）8
8
8
8
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市営住宅入居者募集

申込期間  6月1日（月）～8日（月）
 午前8時30分～午後5時（平日のみ）

　　　　　※�申込者多数の場合は抽選会（6月10日（水））
を開催します

入居時期  7月1日（水）
申込方法

申込書（建設課・喜連川市民生活室で配布、市
ホームページからも入手可）に必要書類を添付
し、建設課にお申込みください。また、申込条
件がありますのでお問合せください。

住 宅 名 豊原

募集戸数 1 戸

完成年度 平成 4 年

階     数 3階建 1階

間 取 り 3LDK

家     賃 21,600円～
32,100円

単身入居 可

敷     金 家賃3か月分

問 合 先   建設課（☎ 681−1119）

第 5 回さくら市二十歳のつどい実行委員募集 

　令和9年1月10日（日）午後1時～3時に開催する、二十歳のつどいの実行委員を募集します。
　思い出に残る一日を一緒に企画しませんか？ 

※令和7年度の実行委員会の様子

対象  �さくら市出身または在住で、令和8年
度に20歳となる方（平成18年4月2
日～ 19年4月1日生まれ）

活動内容  �当日の司会・運営、企画会議、記念品
検討など（8月初旬～1月頃、5回程度）

申込方法  電話で申込み
申込期限  6月19日（金）

申 込・問 合 先  生涯学習課（☎686−6621）

道路に樹木が張り出していませんか？

▶定期的な樹木の管理をお願いします
●�私有地から道路に張り出た樹木が通行の安全や電線・電話線等の妨げ

になる場合があります
●�私有地から生えている樹木は所有者が管理するもので、市では切るこ

とができません
　�所有者の皆さんには定期的な剪定・刈り込みをお願いします
※�道路法の禁止行為に当たる場合は、市が樹木の転移や伐採命令を出すことがあります 

▶道路法では、次の行為が禁止されています
●道路を損傷したり、汚損したりすること
●�道路に土砂、竹木などをたい積したり、

道路上で通行を妨げるような行為をする
こと

�被害状況：落下した枝がフロントガラスを貫通

▶私有地樹木による道路上の事故事例

問 合 先   建設課（☎ 681−1119）

旧喜連川給食センター利活用に関する提案募集

　令和７年度に学校給食センターとしての用途を廃止した旧喜連川給食センターの利活用について、
民間事業者等からの提案や意見を募集します。
　この募集は民間事業者等において、どの程度利活用の可能性があるか等を調査するために行うもので、
売却や貸付の相手方となる事業者を選定するものではありません。

対象  �旧喜連川給食センターを活用し、何ら
かの事業を行いたいと考える事業者等

（法人格の有無は問いません）

実施方法  �施設を見学いただき、その後ヒアリン
グ（対話）を実施

　　　　　　※施設の見学は省略可能

申込方法  電話で申込み

施設名 旧喜連川給食センター

所在地 喜連川 979

敷地面積 3,714.62㎡

建築面積 871.03㎡
（共同調理場816.03㎡、車庫55.00㎡）

建築年 共同調理場 2000 年、車庫 2001 年

主体構造 鉄骨造

用途地域 第一種住居地域

※第一種住居地域内の施設ですが、活用可能性を調査するための募集ですので、幅広くご提案ください

申 込・問 合 先  総合政策課（☎681−1113）
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